
今後、連合方針をふまえて2025春闘議論を深めていきます。
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11月28日（木）、連合・第94回
中央委員会が開催され、2025春季
生活闘争方針が満場一致で決議され
ました。
冒頭、連合・芳野会長から「賃金

は上がらないというノルムを生み出。

2025春闘 第2弾

2025春闘の取り組み内容（抜粋）
 「賃金も物価も上がらない」というノルム、これまでの社会
的規範を変えることで個人消費の拡大、賃金と物価の好循環
につなげる。

 すべての働く人の生活を持続的に向上させるマクロの観点と
各産業の「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み強化
を促す。

 賃上げ分3％以上、定昇相当分（賃金カーブ維持相当分）を
含め5％以上の賃上げを目安とする。

した社会から、賃上げの流れを巡航軌道に乗せ、将来に希望を感じ
る社会へと、未来づくり春闘の新たなステージへみんなで移行する
取り組みを進めていこう」と力強くメッセージが発信されました。
そのうえで、連合に集う仲間全体で取り組む「2025春闘方針」

について、賃金に関する以下の方針が確認されました。
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